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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

　

１ 【主要な経営指標等の推移】

 
　

回次
第153期
第1四半期

連結累計期間

第154期
第1四半期

連結累計期間
第153期

会計期間
自 2017年4月1日
至 2017年6月30日

自 2018年4月1日
至 2018年6月30日

自 2017年4月1日
至 2018年3月31日

売上高 (百万円) 8,667 10,481 73,905

経常損失(△)又は経常利益 (百万円) △988 △743 5,334

親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)
又は親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円) △775 △624 3,692

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △68 98 4,448

純資産額 (百万円) 39,589 43,388 43,791

総資産額 (百万円) 77,160 84,867 95,851

1株当たり四半期純損失金額(△)
又は1株当たり当期純利益金額

(円) △12.36 △9.96 58.87

潜在株式調整後1株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 51.3 51.1 45.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,900 7,421 3,784

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △736 △984 △1,936

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △6,750 △7,294 △2,174

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 3,896 3,264 4,135
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年2月16日）等を当第1四半期連

結会計期間の期首から適用しており、前第1四半期連結累計期間および前連結会計年度に係る主要な経営指

標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
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２ 【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社の異動は、以下の通りであります。

なお、当第1四半期連結会計期間より、従来「電気機器事業」として表示していた報告セグメントの名称を「パワー

エレクトロニクス事業」に変更しております。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はあり

ません。

 
（信号システム事業関連）

当社の連結子会社でありました京三金属工業株式会社は、2018年4月1日付で当社を存続会社とする吸収合併によ

り消滅しております。

 
（パワーエレクトロニクス事業関連）

当社の連結子会社である大阪整流器株式会社は、2018年4月1日付で社名を京三パワーサプライ株式会社に変更し

ております。社名変更に伴う事業内容の変更はありません。

 
この結果、2018年6月30日現在では、当社グループは、当社、連結子会社9社、非連結子会社1社、持分法適用関連会

社3社、持分法非適用関連会社1社の計15社で構成されております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投

資者の判断に重要な影響をおよぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等

のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社および連結子会社）が

判断したものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年2月16日）等を当第1四半期連

結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準を遡って適用した後の数値で前連結

会計年度との比較・分析を行っております。

　

（1）財政状態及び経営成績の状況

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策の継続等により、緩やかな景気回復

基調が続いたものの、世界的に不安定な政治・通商動向、金融資本市場の変動の影響から、先行きが不透明な

状況で推移いたしました。

　このような事業環境の下、当社グループは今年度より3ヵ年の中期経営計画をスタートし、新たなビジョン

において「安全と安心を提供するリーディングカンパニー」「すべての国の文化を尊重するグローバル企業」

「充実したコーポレートガバナンス」を目標に掲げて全社戦略、事業戦略を推進しております。

　受注につきましては、パワーエレクトロニクス事業は半導体およびフラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）

製造装置用電源装置が好調に推移したものの、信号システム事業は前年同期に比べて国内大口案件が少なかっ

たことから、全体としては前年同期を下回りました。売上につきましては信号システム事業、パワーエレクト

ロニクス事業ともに好調に推移し、前年同期を上回りました。

　利益面につきましては、売上の増加、原価率の改善などにより、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属す

る四半期純利益ともに前年同期を上回りました。

　この結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、受注高24,442百万円（対前年同期比3,555百万円減）、売上

高10,481百万円（対前年同期比1,814百万円増）、営業利益△925百万円（対前年同期比284百万円増）、経常

利益△743百万円（対前年同期比244百万円増）、親会社株主に帰属する四半期純利益△624百万円（対前年同

期比150百万円増）となりました。

　

　セグメント別の業績概況は次のとおりであります。

　なお、当第1四半期連結会計期間より、従来「電気機器事業」として表示していた報告セグメントの名称を

「パワーエレクトロニクス事業」に変更しております。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与

える影響はありません。
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〔信号システム事業〕

鉄道信号システムでは、受注は東京都交通局三田線ＡＴＯ装置およびホームドア、鉄道・運輸機構九州新幹

線信号システム、中国向け電子連動装置用品などがありましたが、前年同期を下回りました。売上はＪＲ西日

本南福井駅電子連動装置、東京地下鉄銀座線ホームドア、台湾高速鉄道信号設備、インド国鉄電子連動装置、

中国向け電子連動装置用品などがあり、前年同期を上回りました。

　道路交通システムにおいては、交通信号制御機、交通信号灯器やマルチパターン式交通情報板などの拡販に

取り組んだ結果、受注は前年同期を上回り、売上は前年同期と同水準となりました。

　この結果、当事業では受注高19,615百万円（対前年同期比3,786百万円減）、売上高6,119百万円（対前年同

期比1,263百万円増）となりました。なお、セグメント利益は△696百万円（対前年同期比4百万円減）となり

ます。

　

〔パワーエレクトロニクス事業〕

受注につきましては、通信設備用電源装置が鉄道信号向け案件を中心に堅調に推移したほか、産業機器用電

源装置は、メモリーメーカーの設備投資が継続していること、また、中国における大型ＦＰＤへの設備投資が

予定通り行われていることから、前年同期を上回りました。売上につきましても、通信設備用電源装置の受注

確保と産業機器用電源装置の前期からの好調な受注を背景に、前年同期を上回りました。

　この結果、当事業では受注高4,827百万円（対前年同期比231百万円増）、売上高4,361百万円（対前年同期

比551百万円増）となりました。なお、セグメント利益は899百万円（対前年同期比376百万円増）となりま

す。

 
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて10,984百万円減少し、84,867百万円と

なりました。主な増減は以下のとおりであります。

　資産の部は、たな卸資産が5,969百万円、投資有価証券が1,066百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金

が18,598百万円減少しました。

　負債の部は、借入金が短期、長期あわせて6,780百万円、支払手形及び買掛金と電子記録債務があわせて

1,070百万円、未払法人税等が2,132百万円それぞれ減少しました。

　純資産の部は、その他有価証券評価差額金が738百万円増加し、利益剰余金が1,126百万円減少しました。

　

（2）キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前第1四半期連結累計期間末に比べ632百万円減少し

3,264百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとお

りであります。

　当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、7,421百万円のプラスとなり、前

第1四半期連結累計期間に比べ521百万円の収入増となりました。これは、たな卸資産の増減額が1,448百万

円、法人税等の支払額が1,745百万円それぞれ支出増となったものの、税金等調整前四半期純損失が200百万円

の改善となったことに加え、売上債権の増減額が4,250百万円の収入増となったことが主な要因であります。

　当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、984百万円のマイナスとなり、前

第1四半期連結累計期間に比べ247百万円の支出増となりました。これは有形固定資産の取得による支出が124

百万円の支出増となったことが主な要因であります。

　当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、7,294百万円のマイナスとなり、

前第1四半期連結累計期間に比べ543百万円の支出増となりました。これは借入金の収支が短期と長期あわせて

544百万円、返済側の増加となったことが主な要因であります。
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（3）事業上および財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更およ

び新たに生じた課題はありません。

 
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容

等（会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 
(1) 基本方針の内容

京三製作所は1917年、大正6年9月3日の創立以来、100年にわたり鉄道事業、交通事業、電気通信・電力事

業の各分野に立脚するメーカとしてさまざまな製品を開発、製造してまいりました。これら製品の中に国産

初、世界初と称されるものが数多くありますように、当社グループは創業以来優れた技術と確かな対応力で

社会性、公共性の高い、社会の根幹に寄与する分野において信頼と実績を築きあげてまいりました。

　当社は社会性、公共性の高い業種に属していることから、顧客の信頼に応えて、安全・高品質・高付加価

値の製品を迅速かつ安価に提供し続け、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくためには、①顧

客事業の根幹にかかわる製品の安定供給責任を全うするための長期的視点に立脚した安定的経営を持続する

こと、②安全の確保・増進に向けた不断の先行的な研究開発投資、設備投資ならびにこれを可能とする一定

の内部留保水準を維持・確保すること、③高度の技術・技能を維持、継承していくための雇用を安定・確保

すること、④社会の公共性、公益性、安全性に深くかかわる事業に携わるものとしての社員の誇りと責任意

識の高い水準の保持＝京三製作所の企業文化・価値観を持続すること、等が必要不可欠であります。

　これらが当社の株式の大量買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当社

の企業価値・株主共同の利益は著しく毀損されることになります。また、外部者である買収者からの大量買

付の提案を受けた際には、上記事項の他、当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果そ

の他当社の企業価値を構成する事項等さまざまな事項を適切に把握したうえ、当該買付が当社の企業価値・

株主共同の利益に及ぼす影響を適切に判断する必要があります。

　当社は、株式の大量買付であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一

概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終

的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。

　しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な

侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主に

よる株式の大量買付の内容等に関する検討あるいは対象会社の取締役会による代替案提案のための十分な時

間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者と

の交渉を必要とするもの等、企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　これらの事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する大量買付が行われた際に、当該大量買付に応じ

るべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な

情報や時間を確保し、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株

主共同の利益に反する大量買付を抑止するための枠組みが必要不可欠であると考えます。

 

(2) 具体的取組み

① 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、創立100周年を迎え、新たな《KYOSAN VISION》を策定しております。

　《KYOSAN VISION》は、めざす企業像として「信頼度ナンバーワン KYOSAN」を掲げ、「安全性・信頼性」

「地球環境保全」をキーワードに先進の技術と高い品質で「社会の発展と快適性向上」に貢献することを企

業理念とし、「京三グループの永続的成長」「共に歩む人々の幸せ」「ステークホルダーへの適切なリター

ン」を経営目的としております。

　その実現に向け、「誠実さと高い倫理観」「強い責任感と当事者意識」「ダイバーシティ」を行動規範と

し、「スピード」「チャレンジ」「イノベーション」を行動指針として定め、全社および事業の具体的戦略

からなる中期経営計画を策定し、その達成に向けて積極的に取り組みを推進しております。

 
② 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み
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当社は、基本方針に基づいて買収防衛策を導入しており、大量買付ルールが遵守されなかった場合や、大

量買付ルールが遵守されている場合でも、当該大量買付行為が当社の企業価値や、当社株主共同の利益を著

しく損なう場合には、独立委員会（大量買付ルールに則った手続の進行に関する客観性および合理性を担保

するため、当社取締役会から独立した組織としての社外有識者で構成する委員会）の検討・勧告を受け、当

社取締役会は、当社株主共同の利益を守るために適切と考える方策として新株予約権の無償割当て等、会社

法その他の法律および当社定款が認める措置をとることがあります。

　

　大量買付ルールの概要は次のとおりです。

　

「買付説明書」および「必要情報」の提出

大量買付者が大量買付を行おうとする場合には、当社宛に大量買付ルールに沿った当社が要求する「買付

説明書」および「必要情報」を日本語で提出していただくこととします。

　

大量買付情報の検討とその開示

大量買付者が現れた事実、大量買付者等から買付説明書および必要情報等が提出された場合には、独立委

員会はその内容を検討し不十分であると判断した場合には追加的に情報を提供することを求めます。その内

容が適切と判断する事項について、独立委員会が適切と判断する時点で情報開示を行います。

　

独立委員会による検討作業等

独立委員会は、大量買付情報を受領した後、原則として60日間が経過するまでに、買付等の内容検討と取

締役会の事業計画等に関する比較検討および取締役会の提供する代替案の検討等を行います。独立委員会

は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から、当該買付者等と協議・交渉を行い、ま

たは取締役会等による代替案の株主等に対する提示等を行います。

　

独立委員会による勧告等および取締役会の決議

独立委員会は当該買付者からの提出情報および取締役会からの代替案等を検討した結果、買収防衛策の発

動または不発動または延期の勧告を取締役会に行います。取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重して新

株予約権の無償割当ての実施または不実施等を決議します。

 
　

（4）研究開発活動

当第1四半期連結累計期間の研究開発費は、信号システム事業219百万円、電気機器事業372百万円、共通研

究開発費130百万円で、総額723百万円であります。

研究開発につきましては、事業戦略の上で急務となっております製品開発および製品改良等の研究課題に取

り組んでおります。

 
 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 160,000,000

計 160,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第1四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2018年6月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2018年8月6日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 62,844,251 62,844,251
東京証券取引所
（市場第一部）

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式です。
単元株式数は100株です。

計 62,844,251 62,844,251 ― ―
 

（注）2017年10月20日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付けで1単元の株式数を1,000株から100株に変更して

おります。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

　　

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2018年4月1日～
2018年6月30日

― 62,844,251 ― 6,270 ― 4,625
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(2018年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

      2018年3月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式 99,000
 

― ―

(相互保有株式)
普通株式 90,000
 

―  

完全議決権株式(その他)
普通株式 62,514,000

62,514 ―
 

単元未満株式 普通株式 141,251
 

― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 62,844,251 ― ―

総株主の議決権 ― 62,514 ―
 

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権2個)含まれ

ております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式369株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2018年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式) 横浜市鶴見区平安町
二丁目29番地の1

99,000 ― 99,000 0.15
株式会社京三製作所
(相互保有株式) 神奈川県厚木市妻田北

三丁目15番38号
90,000 ― 90,000 0.14

アクテス京三株式会社

計 ― 189,000 ― 189,000 0.30
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第

64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

  　なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2018年4月1日から2018年6月30

日まで)および第1四半期連結累計期間(2018年4月1日から2018年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有

限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,135 3,685

  受取手形及び売掛金 ※1  36,647 ※1  18,048

  製品 2,761 3,022

  半製品 3,771 4,212

  仕掛品 14,709 19,937

  原材料及び貯蔵品 272 311

  その他 688 1,639

  貸倒引当金 △1 △1

  流動資産合計 62,984 50,856

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 9,447 9,278

   その他（純額） 4,551 4,789

   有形固定資産合計 13,998 14,068

  無形固定資産 1,479 1,448

  投資その他の資産   

   投資有価証券 15,805 16,871

   繰延税金資産 163 178

   退職給付に係る資産 298 298

   その他 1,142 1,165

   貸倒引当金 △20 △20

   投資その他の資産合計 17,388 18,492

  固定資産合計 32,867 34,010

 資産合計 95,851 84,867
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※1  12,802 ※1  11,082

  電子記録債務 ※1  5,162 ※1  5,812

  短期借入金 8,573 72

  1年内返済予定の長期借入金 5,329 2,329

  未払法人税等 2,269 137

  役員賞与引当金 164 26

  受注損失引当金 177 230

  その他 7,292 6,653

  流動負債合計 41,771 26,344

 固定負債   

  長期借入金 6,356 11,077

  退職給付に係る負債 3,210 3,176

  資産除去債務 137 137

  環境対策引当金 25 23

  繰延税金負債 99 277

  その他 459 441

  固定負債合計 10,289 15,134

 負債合計 52,060 41,478

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 6,270 6,270

  資本剰余金 4,625 4,625

  利益剰余金 27,053 25,926

  自己株式 △44 △44

  株主資本合計 37,904 36,777

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 6,099 6,838

  為替換算調整勘定 △111 △135

  退職給付に係る調整累計額 △101 △91

  その他の包括利益累計額合計 5,887 6,610

 純資産合計 43,791 43,388

負債純資産合計 95,851 84,867
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
　至 2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

売上高 ※1  8,667 ※1  10,481

売上原価 7,203 8,561

売上総利益 1,464 1,920

販売費及び一般管理費   

 給料及び手当 662 676

 賞与 155 246

 役員賞与引当金繰入額 20 26

 退職給付費用 82 80

 減価償却費 86 87

 荷造及び発送費 218 255

 貸倒引当金繰入額 △15 －

 その他 1,464 1,472

 販売費及び一般管理費合計 2,673 2,846

営業損失（△） △1,209 △925

営業外収益   

 受取配当金 117 127

 受取保険金 139 124

 持分法による投資利益 16 2

 為替差益 － 25

 その他 30 28

 営業外収益合計 303 307

営業外費用   

 支払利息 36 29

 資金調達費用 4 85

 為替差損 39 －

 その他 3 10

 営業外費用合計 83 126

経常損失（△） △988 △743

特別利益   

 固定資産売却益 45 －

 ゴルフ会員権売却益 1 －

 特別利益合計 47 －

特別損失   

 固定資産除売却損 4 0

 特別損失合計 4 0

税金等調整前四半期純損失（△） △945 △744

法人税等 △170 △120

四半期純損失（△） △775 △624

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） － －

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △775 △624
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【四半期連結包括利益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
　至 2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

四半期純損失（△） △775 △624

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 676 738

 為替換算調整勘定 △2 △20

 退職給付に係る調整額 32 9

 持分法適用会社に対する持分相当額 0 △3

 その他の包括利益合計 706 723

四半期包括利益 △68 98

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △68 98

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
 

EDINET提出書類

株式会社京三製作所(E01770)

四半期報告書

14/21



(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
　至 2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純損失（△） △945 △744

 減価償却費 426 434

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 0

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 10 △21

 持分法による投資損益（△は益） △16 △2

 受取利息及び受取配当金 △122 △134

 支払利息 36 29

 ゴルフ会員権売却損益（△は益） △1 －

 売上債権の増減額（△は増加） 14,432 18,683

 たな卸資産の増減額（△は増加） △4,529 △5,978

 仕入債務の増減額（△は減少） △790 △1,155

 その他 △1,255 △1,639

 小計 7,227 9,472

 利息及び配当金の受取額 124 135

 利息の支払額 △57 △47

 法人税等の支払額 △393 △2,139

 営業活動によるキャッシュ・フロー 6,900 7,421

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △348 △426

 投資有価証券の取得による支出 △6 △6

 有形固定資産の取得による支出 △320 △444

 無形固定資産の取得による支出 △121 △81

 ゴルフ会員権の売却による収入 2 －

 その他 56 △25

 投資活動によるキャッシュ・フロー △736 △984

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △5,955 △8,500

 長期借入れによる収入 － 5,000

 長期借入金の返済による支出 △279 △3,279

 配当金の支払額 △501 △501

 その他 △13 △12

 財務活動によるキャッシュ・フロー △6,750 △7,294

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △587 △870

現金及び現金同等物の期首残高 4,484 4,135

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  3,896 ※1  3,264
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

（1）連結の範囲の重要な変更

当社の連結子会社でありました京三金属工業株式会社は、2018年4月1日付で当社を存続会社とする吸収合併

により消滅したため、当第1四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。

 
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年2月16日）等を当第1四半期連結

会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分

に表示しております。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

※１　　当第1四半期連結会計期間末日は、金融機関の休日のため、以下の四半期連結会計期間末日満期手形、電子記録

債務、ファクタリング対象の買掛金は四半期連結会計期間末日に決済が行われたものとして処理しております。

 
前連結会計年度
(2018年3月31日)

当第1四半期連結会計期間
(2018年6月30日)

受取手形 101百万円 97百万円

支払手形 114 163

電子記録債務 933 826

買掛金 920 1,051
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１　 売上高の季節的変動

前第1四半期連結累計期間（自　2017年4月1日　至　2017年6月30日）及び当第1四半期連結累計期間（自　

2018年4月1日　至　2018年6月30日）

 当社グループの主力事業であります信号システム事業は、主要顧客が鉄道各事業者および官公庁であるため、

売上高は期末にかけて増加する傾向があります。

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　 　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のと

おりであります。

 

 
前第1四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年6月30日)

当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)

現金及び預金勘定 4,246百万円 3,685百万円

預入期間が3ヶ月を超える
定期預金

△350 △421 

現金及び現金同等物 3,896 3,264 
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(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2017年6月23日
定時株主総会

普通株式 501 8.0 2017年3月31日 2017年6月26日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後

となるもの

 

該当事項はありません。

 

 

当第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年6月22日
定時株主総会

普通株式 501 8.0 2018年3月31日 2018年6月25日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後

となるもの

 

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)

 　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     

 

報告セグメント

調整額（注）1
(百万円)

四半期連結損益
計算書計上額

（注）2
(百万円)

信号システム
事業

(百万円)

パワーエレクト
ロニクス事業
(百万円)

計
(百万円)

売上高      

　外部顧客に
　対する売上高

4,856 3,810 8,667 － 8,667

　セグメント間の内部
　売上高または振替高

－ 79 79 △79 －

計 4,856 3,890 8,746 △79 8,667

セグメント利益または損失(△) △692 523 △169 △1,040 △1,209
 

(注)1　セグメント利益または損失(△)の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用1,040百万円が含ま

れております。なお全社費用は管理部門等に係る費用であります。

2　セグメント利益または損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

　

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)

 　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     

 

報告セグメント

調整額（注）1
(百万円)

四半期連結損益
計算書計上額

（注）2
(百万円)

信号システム
事業

(百万円)

パワーエレクト
ロニクス事業
(百万円)

計
(百万円)

売上高      

　外部顧客に
　対する売上高

6,119 4,361 10,481 － 10,481

　セグメント間の内部
　売上高または振替高

△5 156 151 △151 －

計 6,114 4,518 10,633 △151 10,481

セグメント利益または損失(△) △696 899 202 △1,127 △925
 

(注)1　セグメント利益または損失(△)の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用1,127百万円が含ま

れております。なお全社費用は管理部門等に係る費用であります。

2　セグメント利益または損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

3　当第1四半期連結会計期間より、従来「電気機器事業」として表示していた報告セグメントの名称を「パワーエ

レクトロニクス事業」に変更しております。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響は

ありません。なお、前第1四半期連結累計期間の報告セグメントについても、変更後の名称で表示しておりま

す。
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(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第1四半期連結累計期間

(自 2017年4月1日
至 2017年6月30日)

当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)

(1) 1株当たり四半期純損失金額 △12円36銭 △9円96銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純損失金額(百万円) △775 △624

    普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

   普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期
   純損失金額(百万円)

△775 △624

   普通株式の期中平均株式数(千株) 62,720 62,717
 

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2018年7月30日

 株　式　会　社　京　三　製　作　所

　　   取　締　役　会　御　中

 

 
有限責任監査法人　　ト　ー　マ　ツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士 片　　岡　　久　　依 ㊞

 
 

指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士 細　　野　　和　　寿 ㊞

 
 

指定有限責任社員

業務執行社員
  公認会計士 藤　　野　　竜　　男 ㊞

 
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社京

三製作所の２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（２０１８年

４月１日から２０１８年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（２０１８年４月１日から２０１８年６月３０

日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益

計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社京三製作所及び連結子会社の２０１８年６月３０日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
 　

EDINET提出書類

株式会社京三製作所(E01770)

四半期報告書

21/21


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	３経営上の重要な契約等

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②その他の新株予約権等の状況

	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第1四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第1四半期連結累計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

